
地域雇用受皿事業特別奨励金
(高年齢者雇用開発協会
/産業雇用安定センター)

受給資格者創業支援助成金
(国)

高年齢者等共同就業機会
創出助成金

(高年齢者雇用開発協会)

目的 地域に貢献する事業を行う事業主に対する支援
を行い、当該分野での雇用機会の創出を図る。

雇用保険の受給資格者自らが事業を開始し、事
業開始後１年以内に雇用保険の適用事業所と
なった場合に助成することにより、失業者の自
立を積極的に支援していく。

急速に高齢化が進展する中で、高年齢者等の創
業を支援することにより、多様な雇用・就業機
会の確保を図る。

助成

対象者

地域に貢献する事業を行う法人を新たに設立
し、設立後１年以内に、65歳未満の非自発的失
業者を３人以上雇入れた事業主(※)
(※)うち１人は30歳以上の再就職援助計画対象
者又は雇用調整方針対象者であることが必要

雇用保険の受給資格者(雇用保険法第60条の２
(教育訓練給付金)における支給要件期間５年以
上)が自ら事業を開始し、事業開始後１年以内に
雇用保険の適用事業所となった事業主

３人以上の高年齢者等(45歳以上)の出資により
設立された法人の事業主であって、高年齢者等
を雇い入れた事業主

支援
内容

設立登記の日以後６か月以内に支払った新規創
業に係る経費の３分の１(上限500万円、３人又
は４人の雇入れの場合は300万円)を支給。あわ
せて雇入労働者(※)１人当たり30万円(上限100
人)を支給。
(※)非自発的失業者(30歳以上65歳未満)
【対象となる新規創業経費】
①法人設立に関する事業計画作成費、②職業能
力開発経費、③設備・運営経費

事業開始の日以降３か月以内に支払った新規創
業に係る経費の３分の１(上限200万円)を支給

【対象となる新規創業経費】
①法人等設立に関する事業計画作成費、②職業
能力開発経費、③労働者の雇用管理の改善に関
する費用、④設備・運営経費

設立登記の日以降６か月以内に支払った新規創
業に係る経費の３分の２(上限500万円)を支給

【対象となる新規創業経費】
①法人設立に関する事業計画作成費、②職業能
力開発経費、③設備・運営経費

実施日 平成15年2月10日 平成15年2月3日 平成12年1月4日

予算額 1000億円（3年間：平成１７年度末まで） 18億円（平成１５年度） 60億円（平成１５年度）
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